
令和 6 年 ３ 月

令和 6 年度 令和 15 年度

１．事業概要

（１）事業の現況

① 施 設

法適（全部適用）
※令和6年4月法適用

処 理 区 域 内
人 口 密 度

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： 〜

供用開始年度 平成7年12月15日
法適（全部適用・
一 部 適 用 ）

能代市公共浄化槽事業経営戦略

団 体 名 ： 秋田県能代市

事 業 名 ： 特定地域生活排水処理事業

0.09人/ha
(令和４年度末時点)

処 理 区 数 １処理区

広域化・共同化・
最適化実施状況

 下水道従事職員の減少への対応として、秋田県と生活排水処理事業
に係る連携協約を締結し、この協約に基づき設立された補完組織への
出資を行っており、この組織を活用した業務の効率化の検討を予定し
ています。

浄 化 槽 基 数 2,157基(令和４年度末時点)
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② 使 用 料

− 円 − 円

− 円 − 円

− 円 − 円

③ 組 織

実質的な使用料*1
（２０㎥あたり）
※過去３年度分を

記 載

一 般 家 庭 用
使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

*1 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じた税込の
もの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

職 員 数  収益勘定職員：１名 資本勘定職員：１名 計：２名

 浄化槽の規模と用途に応じた月額定額制の使用料設定としていま
す。用途は「専用・併用住宅」と「事業所等」の２つです。代表的な
規模と用途については以下のとおりとなっています。

令和４年度 令和４年度

業務用使用料体系
の概要・考え方

その他の使用料体
系の概要・考え方

 特になし

令和２年度 令和２年度

令和３年度 令和３年度

条例上の使用料
（２０㎥あたり）
※過去３年度分を

記 載

事 業 運 営 組 織
 能代市の公共浄化槽事業は、都市整備部下水道課が運営しており、
維持管理担当１名、整備担当１名の合計２名から構成されます。

単位：円 税抜

人槽 専用・併用住宅 事業所等

5人槽 2,600円 3,800円

7人槽 3,600円 5,100円

10人槽 4,500円 6,000円
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（２）⺠ 間 活 ⼒ の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

 該当資産無し

 直近の経営分析表を別紙添付しています。

⺠ 間 活 用 の 状 況

 ア ⺠間委託
（包括的⺠間委託を含
   む）

 合併浄化槽の清掃及び維持管理業務を⺠
間企業に委託しています。

 イ 指定管理者制度  該当無し

 ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ  該当無し

資 産 活 用 の 状 況

 ア エネルギー利用
（下水熱・下水汚泥・
   発電等）

 該当無し

 イ 土地・施設等利用
（未利用土地・施設の
   活用等）
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①
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③
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％
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】
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】

【
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】

【
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03
】

【
-
】

該
当
数

値
な
し

該
当
数
値

な
し

該
当
数

値
な
し

該
当
数

値
な
し
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２．将来の事業環境

（１）処理区域内基数の予測

（２）使用料収入の見通し

（３）施設の見通し

 現行の使用料体系における使用料収入は、合併浄化槽の人槽別の稼働基数に所定の使
用料を乗じて算定しています。新設する基数が、廃止基数を上回るため、使用料収入は
年々増加する見通しです。

  合併処理浄化槽以外の経営状況に大きく影響を与えるような新規施設の建設の予定はあ
りません。

 今後新設される合併浄化槽と人口減少に伴い休止・廃止される合併浄化槽の基数を加
味した稼働基数予測を行っており、当面は増加するものと見込んでいます。
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（４）組織の見通し

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別 紙 の と お り

① 収支計画のうち投資についての説明

② 収支計画のうち財源についての説明

 事務・事業の見直しを継続的に推進し、それと併せて組織の見直しや適正な人員配置
を検討していきます。

 令和６年度からの地方公営企業法の適用に伴う公営企業会計の導入に合わせて、公共
下水道事業と一体で経営することとしており、より一層の経営改善に努め、良好な経営
を維持します。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

目 標 合併浄化槽の新設を推進し、汚水処理の普及率向上を目指します。

１.新規整備
 関連計画での設定値や地元業者の対応可能数量等を考慮したうえで設定しています。
 ■新設基数［R6-R7：51基、R8-R12：40基、R13-R15：30基］
２．改築・更新
 今回の計画期間内では、改築・更新事業は行わないものとしています。

目 標
令和６年４月に導入する公営企業会計方式による適正な費用負担の考
え方に基づき財源を設定します。
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③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

１．職員給与費
 見直し時点での体制を維持するものとし、人事院勧告や秋田県人事委員会の勧告を参
考に、地域⺠間給与の反映を適宜行っていきます。

２．維持管理費
 維持管理費は直近の金額を基に、維持管理基数の増加に伴う経費及び物価上昇による
増加を見込んでいます。

３．資産維持費
 今回策定の経営戦略における改築事業費については、直近の設置費用などを見込んで
いるため、資産維持費の計上は不要として、計上していません。

１．使用料収入
 使用料収入は、合併浄化槽の新設する基数が、廃止基数を上回るため、計画期間内は
増加する見通しです。

２．資本的収入
 資本的収入には、国庫補助金、企業債、設置者分担金等を見込んでいます。なお、企
業債は過疎債の活用も見込んでいます。

３．繰入金収入
 一般会計からの繰入金は、総務省通知「地方公営企業繰出金について」に基づき必要
な金額を繰り入れるものとしています。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組みの概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

② 今後の財源についての考え方・検討状況

使用料の見直しに関する事項

  令和６年度からの地方公営企業法の適用に伴う公営企
業会計の導入に合わせて、一体で経営することとしてい
る公共下水道事業において令和８年度に経営戦略の見直
しを行うことから、その際に公共浄化槽事業も含めて適
切な使用料の水準について検討する予定です。

資産活用による収入増加
の取り組みについて

 該当無し

その他の取り組み  該当無し

広域化・共同化・最適化に関
する事項

  県主導の広域化事業には積極的に参画していきます。

投資の平準化に関する事項

  合併浄化槽の新設は市⺠の申請に基づくため、平準化
は困難ですが、今後、改築事業を実施する際には、対応
する職員や受託業者等の体制を踏まえながら、投資の平
準化に関する検討を行います。

⺠間活⼒の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

 現時点では導入可能な取り組みがないため、他都市事
例を確認し、本市に導入可能な事例を調査します。

その他の取り組み
 秋田県と生活排水処理事業に係る連携協約を締結して
おり、この協約に基づき設立された広域補完組織に出資
しています。
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③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

修繕費に関する事項
 合併浄化槽の新設に伴い維持管理基数が増加するた
め、修繕費の継続的な増加が見込まれます。

委託費に関する事項
 合併浄化槽の新設に伴い維持管理基数が増加するた
め、委託費の継続的な増加が見込まれます。

その他の取り組み
 秋田県と生活排水処理事業に係る連携協約を締結して
おり、この協約に基づき設立された広域補完組織を有効
に活用し、より効率的な運営となるよう努めます。

職員給与費に関する事項

 組織人員については、業務量の増加が見られる場合に
は、出資したの秋田県と共同で設置する補完組織を活用
するなどして適正な人員配置を継続していきます。給与
費については人事院勧告や秋田県人事委員会の勧告を参
考に、地域⺠間給与の反映を適宜行っていきます。

⺠間活⼒の活用に関する事項
（包括的⺠間委託等の⺠間委

託、指定管理者制度、
PPP/PFIなど）

 現時点では導入可能な取り組みがないため、他都市事
例を確認し、本市に導入可能な事例を調査します。

- 9 -



５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、
改 定 等 に 関 す る 事 項

 毎年度進捗管理を実施するほか、公共下水道事業の経営戦略
の見直し時期である令和８年度に、進捗状況等を評価したうえ
で、事業の運営状況や社会動向等を踏まえた経営戦略全体の見
直しを行います。
 見直しに当たっては、一体で経営することとしている公共下
水道事業と合わせて使用料の適正水準について検討する予定で
す。
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 87,954 89,625 90,889 92,123 93,374 94,591 95,808 96,705 97,612 98,508
(1) 87,954 89,625 90,889 92,123 93,374 94,591 95,808 96,705 97,612 98,508
(2) (B)
(3)

２． 105,166 92,897 84,966 78,482 73,833 71,530 69,488 67,995 66,516 65,509
(1) 45,224 40,092 36,846 34,276 32,571 31,902 31,401 30,830 30,069 29,751

45,224 40,092 36,846 34,276 32,571 31,902 31,401 30,830 30,069 29,751
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 59,937 52,801 48,115 44,201 41,257 39,623 38,082 37,160 36,443 35,753
(3) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(C) 193,120 182,522 175,855 170,605 167,207 166,121 165,296 164,700 164,128 164,017
１． 227,655 218,048 212,609 208,866 207,101 207,710 208,723 209,723 211,084 212,927
(1) 3,013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,013

(2) 120,507 124,340 127,693 131,054 134,534 138,024 141,637 144,671 147,818 150,961

2,160 2,231 2,294 2,357 2,423 2,489 2,557 2,614 2,674 2,734

118,347 122,108 125,399 128,696 132,112 135,535 139,080 142,056 145,144 148,227
(3) 104,135 90,685 81,883 74,771 69,515 66,625 64,015 61,972 60,175 58,864

２． 985 2,407 3,278 3,906 4,513 5,100 5,668 6,218 6,536 6,840
(1) 985 2,407 3,278 3,906 4,513 5,100 5,668 6,218 6,536 6,840
(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 228,640 220,455 215,887 212,772 211,614 212,810 214,391 215,941 217,620 219,767
(E) △ 35,520 △ 37,932 △ 40,031 △ 42,168 △ 44,407 △ 46,689 △ 49,095 △ 51,242 △ 53,492 △ 55,749
(F) 500 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(G) 3,197 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(H) △ 2,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 38,217 △ 37,932 △ 40,031 △ 42,168 △ 44,407 △ 46,689 △ 49,095 △ 51,242 △ 53,492 △ 55,749
(I)
(J) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 87,954 89,625 90,889 92,123 93,374 94,591 95,808 96,705 97,612 98,508

(N)

(O)

(P)

令和14年度 令和15年度

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

令和12年度 令和13年度

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

令和11年度

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和6年度 令和7年度

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

令和8年度 令和9年度 令和10年度

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 61,000 41,500 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 24,300 24,300 24,300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 2,528 3,664 3,664 3,664 3,664 3,664 3,664 3,060 2,038 940

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４．

５．

６． 12,491 28,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 16,900 16,900 16,900

７．

８． 9,085 9,500 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 5,800 5,800 5,800

９．

(A) 85,104 82,664 65,664 65,664 65,664 65,664 65,664 50,060 49,038 47,940

(B)

(C) 85,104 82,664 65,664 65,664 65,664 65,664 65,664 50,060 49,038 47,940

１． 82,630 82,670 67,749 67,789 67,830 67,872 67,914 52,956 52,999 53,042

3,464 3,475 3,486 3,497 3,509 3,520 3,531 3,542 3,554 3,565

２． 25,552 28,273 27,411 26,259 26,105 23,786 22,737 21,752 19,281 17,261

３．

４．

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 108,182 110,943 95,160 94,048 93,935 91,658 90,651 74,708 72,280 70,303

(E) 23,078 28,279 29,496 28,384 28,271 25,994 24,987 24,648 23,242 22,363

１． 44,198 37,885 33,768 30,570 28,258 27,002 25,933 24,812 23,733 23,111

２． △ 38,217 △ 37,932 △ 40,031 △ 42,168 △ 44,407 △ 46,689 △ 49,095 △ 51,242 △ 53,492 △ 55,749

３．

４． 5,235 3,790 3,169 3,172 3,175 3,177 3,180 2,429 2,431 2,434

(F) 11,216 3,743 △ 3,094 △ 8,425 △ 12,974 △ 16,510 △ 19,982 △ 24,001 △ 27,328 △ 30,204

11,862 24,536 32,590 36,810 41,246 42,504 44,969 48,649 50,570 52,567

(G)

(H) 262,389 267,584 273,923 280,417 289,227 299,088 301,643 306,659 313,697 322,024

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

45,224 40,092 36,846 34,276 32,571 31,902 31,401 30,830 30,069 29,751

45,224 40,092 36,846 34,276 32,571 31,902 31,401 30,830 30,069 29,751

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,528 3,664 3,664 3,664 3,664 3,664 3,664 3,060 2,038 940

2,528 3,664 3,664 3,664 3,664 3,664 3,664 3,060 2,038 940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47,752 43,756 40,510 37,940 36,235 35,566 35,065 33,890 32,107 30,691

令和15年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和14年度

令和14年度

令和15年度

令和12年度 令和13年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

令和13年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

令和10年度 令和11年度 令和12年度

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額


